
 

 

 

 

 

 

  第 １ ８ 号 議 案  

 

 

新 宿 区 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 法 に 基 づ く 過 料 に 関 す

る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例  

 

 

   上 記 の 議 案 を 提 出 す る 。  

 

 

 

    令 和 ８ 年 ２ 月 １ ７ 日  

 

 

 

          提 出 者  新 宿 区 長   吉 住  健 一  

 

 

  



 

 

新 宿 区 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 法 に 基 づ く 過 料 に 関 す る 条

例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例  

 

新 宿 区 子 ど も・子 育 て 支 援 法 に 基 づ く 過 料 に 関 す る 条 例（ 平 成 2 7

年 新 宿 区 条 例 第 2 3 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

 第 2 条 第 1 項 及 び 第 2 項 中 「 第 3 0 条 の 3」 の 次 に 「 及 び 第 3 0 条

の 1 3」を 加 え 、同 条 第 3 項 中「 又 は 第 2 4 条 第 2 項 」を「 、第 2 4 条

第 2 項 又 は 第 3 0 条 の 1 8 第 2 項 」 に 改 め 、 「 い う 。 ） 」 の 次 に 「 又

は 乳 児 等 支 援 支 給 認 定 証 （ 法 第 3 0 条 の 1 5 第 3 項 に 規 定 す る 乳 児 等

支 援 支 給 認 定 証 を い う 。 ） 」 を 加 え る 。  

 

   附  則  

 

 こ の 条 例 は 、 令 和 8 年 4 月 1 日 か ら 施 行 す る 。  

 

 （ 提 案 理 由 ）  

子 ど も ・ 子 育 て 支 援 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 令 和 6 年 法 律 第

4 7 号 ） の 一 部 の 施 行 に よ る 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 法 （ 平 成 2 4 年 法 律

第 6 5 号 ）の 改 正 に 伴 い 、乳 児 等 の た め の 支 援 給 付 に 関 し 正 当 な 理 由

な し に 報 告 等 に 係 る 違 反 行 為 を 行 っ た 者 を 過 料 に 処 す る 必 要 が あ る

た め  

 


